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秋 田 県 告 示 第 二 百 十 五 号

　 平 成 二 十 二 年 秋 田 県 告 示 第 二 百 三 十 二 号 （ 会 計 管 理 者 の 事 務 の 一 部 の 委 任 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事 　 佐 　 竹 　 敬 　 久 　

　 別 表 第 一 出 納 員 表 中 地 域 振 興 局 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 別 表 第 一 出 納 員 表 中 東 京 事 務 所 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 別 表 第 二 現 金 取 扱 員 表 中 地 方 公 所 （ 東 京 事 務 所 、 大 阪 事 務 所 、 名 古 屋 事 務 所 、 福 岡 事 務 所 及 び 企 業 立 地 事 務 所 を 除

く 。 ） の 項 中 「 地 域 振 興 局 総 務 企 画 部 県 税 課 （ 北 秋 田 地 域 振 興 局 、 秋 田 地 域 振 興 局 及 び 平 鹿 地 域 振 興 局 に あ つ て は 、 県

税 部 ） 」 を 「 総 合 県 税 事 務 所 」 に 、 「 地 域 振 興 局 総 務 企 画 部 県 税 課 長 （ 北 秋 田 地 域 振 興 局 、 秋 田 地 域 振 興 局 及 び 平 鹿 地

域 振 興 局 に あ つ て は 、 県 税 部 長 ） 」 を 「 総 合 県 税 事 務 所 長 」 に 、 「 当 該 県 税 課 （ 北 秋 田 地 域 振 興 局 、 秋 田 地 域 振 興 局 及

び 平 鹿 地 域 振 興 局 に あ つ て は 、 県 税 部 ） 」 を 「 当 該 事 務 所 」 に 改 め る 。

　 別 表 第 三 物 品 取 扱 員 表 中 地 方 公 所 （ 東 京 事 務 所 、 大 阪 事 務 所 、 名 古 屋 事 務 所 、 福 岡 事 務 所 及 び 企 業 立 地 事 務 所 を 除

く 。 ） 及 び 物 品 公 所 の 項 中 「 の 職 」 を 「 （ 総 合 県 税 事 務 所 に あ つ て は 、 秋 田 地 域 振 興 局 総 務 企 画 部 出 納 室 長 （ 当 該 事 務

所 の 支 所 に 係 る も の に あ つ て は 、 当 該 支 所 の 所 轄 の 地 域 振 興 局 総 務 企 画 部 出 納 室 長 ） ） の 職 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 告 示 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

地 域 振 興 局 総 務 企 画 部 出 納 室 長 当 該 室 に 属 す る 会 計 管 理 者 の 事 務 （ 支 払 を 除 く 。 ）

総 合 県 税 事 務 所 所 長

当 該 事 務 所 に 属 す る 県 税 の 収 納 事 務 及 び 収 納 の 際 の 第 二 百 六 十 四 条

の 二 （ 歳 計 現 金 の 保 管 の 特 例 ） 第 一 項 に 規 定 す る 釣 銭 用 現 金 の 保 管

に 関 す る 事 務


